
広島市規則第６７号

令和７年１２月１２日

消防局長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

広島市長 松 井 一 實

消防局長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する規則

消防局長に対する事務委任に関する規則（昭和３４年広島市規則第７１

号）の一部を次のように改正する。

本則第２１１号中「第１３条第１項」を「第１６条第１項」に改め、本

則第２４７号中「第１３条第２項」を「第１６条第２項」に改め、本則第

２４８号中「第１０条第７項」を「第１３条第９項」に改め、本則第２４

９号中「第１３条第３項」を「第１６条第３項」に改め、本則第２５０号

中「第１３条第４項」を「第１６条第４項」に改め、本則第２５３号中

「第１３条第７項」を「第１６条第７項」に改め、本則第２５８号中「第

１３条第８項」を「第１６条第８項」に改める。

附 則

この規則は、令和７年１２月２５日から施行する。


